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付議した案件 

（1） 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農地利用集積計画の失効

について 

（2） 農地法第３条の規定による許可申請承認について 

（3） 農地法第５条の規定による許可申請承認について 

（4）  農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定による所有権移転及

び利用権設定の集積計画承認について 

（5） 農地中間管理事業の推進に関する法律第 18条第 11項の規定による農用

地利用集積等促進計画の要請について 

 

 

会議の日程 

 

  日程第１ 

 

会議録署名委員の指名について 

 

  日程第２ 

 

会期の決定について 

 

日程第３ 

 

報告第 11号 .農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農地利用集積 

計画の失効について 

 

議案第 53号  農地法第３条の規定による許可申請承認について 

 

議案第 54号  農地法第５条の規定による許可申請承認について 

 

議案第 55号 .農業経営基盤強化促進法第 18条第１項の規定による所有権 

移転及び利用権設定の集積計画承認について 

 

議案第 56 号 .農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 11 項の規定に

よる農用地利用集積等促進計画の要請について 

 

 

 

 

 



議長   ただ今から、令和 5 年第 10 回新富町農業委員会定例総会を開会いた

します。本日の出席者は農業委員 7 名、農地利用最適化推進委員 8 名

であります。定足数に達していますので総会は成立しております。 

 

議長   8 月定例総会以降における業務報告につきましては、お手元に配布の

とおりです。  

                                          

 

議長   日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員に、6 番 藤井貞敏委員、7 番 太田 茂委員を指名

いたします。 

                                        

    

議長   日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は本日 1 日間としたいと思いま

すが、異議ございませんか。 

 

（異議なし声あり） 

 

議長   異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日 1 日間と決定

いたしました。 

                                      

 

議長   それではさっそく議事に入りたいと思います。 

          日程第３ 報告第 1 号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

よる農用地利用集積計画の失効について」を議題といたします。 

 

議長   それでは、報告第１号について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  報告第 1 号「農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定による農地利用 

集積計画の失効について」ご説明いたします。 

     令和 5 年 5 月 29 日開催の第 5 回定例総会にて議決した議案第 24 号 

による所有権移転、受付番号 2 番の削除を求めます。 

 提案理由としましては、令和 5 年第 5 回定例総会「議案第 24 号基盤 

強化法第 18 条第 1 項の規定による所有権移転及び利用権設定の集積 

計画承認について」申請番号 2 番を承認しましたが、譲受人が所有権 

移転に伴う対価の支払い期限である令和 5 年 6 月 30 日までに支払い



を行いませんでした。よって、令和 5 年第 5 回定例総会議案第 24 号

申請番号 2 番について承認された議案は効力を失効しているため、

今回削除を求めるものであります。 

 

議長   ただ今、報告の説明が終わりましたが、ご質問等はありませんか。 

 

猪俣   今、議案について再度上がってきているという事ですが、■■■■円 

を前回払っていませんよね。削除という形になりますよね。再度、今日 

上げるんでしょ。支払は、確実に間違いないですか。今回上げてまた支 

払わなかったというとまた削除しなければならなくなるから。確定的

なものがあると。借入か何か起こしているといいんですが。 

 

事務局  農協の手続きが遅れられたみたいで、後から申し込んで、現在は目 

途が付いたみたいです。 

 

猪俣   はい。ありがとうございます。 

 

議長   ほかに質問等はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので以上で報告を終わります。 

                                      

 

議長   次に、議案第 53 号「農地法第 3 条の規定による許可申請承認につい

て」を議題といたします。 

 

議長   その 1 について、現地調査の報告を含め事務局に説明を求めます。 

 

事務局  それでは、その 1 について説明申し上げます。 

譲受人は■■■■さん、譲渡人は■■■■さん、申請地は大字■■■ 

■■■■■■■■■、他全 22 筆で、田４筆 5,263 ㎡、畑 17 筆 25,455

㎡、計 30,771 ㎡です。 

なお、所有権移転で親子間での無償贈与になります。 

次に、現地調査についてご報告いたします。事務局にて現地を確認し 

た結果、お茶が耕作してあり、問題ない土地でありました。説明は以上 

です。 

 

議長   担当委員の補足説明はないですか。 



新惠   ありません。 

 

議長   次に、その２について事務局に説明を求めます。 

 

議長   それでは、その２についてご説明申し上げます。 

譲受人は■■■■さん、譲渡人は■■■■さん、申請地は大字■■■ 

■■■■■■■■、畑で 1,048 ㎡です。 

所有権移転で経営規模拡大の対価額■■■円で 10a あたり■■■■ 

円となっております。なお、購入後は牧草を作付けする予定ですが、鳥 

インフルエンザ発生時には埋却地として使用するとの事です。 

次に、現地調査についてご報告いたします。事務局にて現地を確認し

た結果、現在は草が繁茂していましたので、管理をするようにお願いし

ました。説明は以上です。 

 

議長   担当委員の補足説明はないですか。 

 

出口   ないです。 

 

議長   ただ今、議案第 53 号について説明が終わりましたが、ご質問等はあ

りませんか。 

 

議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、ご質問等もないようですので採決いたします。 

議案第 53 号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手が全員ですので、議案第 53 号については、申請どおり承認され

ました。 

 

                                      

 

議長   次に、議案第 54 号 「農地法第 5 条の規定による許可申請承認につ

いて」を議題と致します。 

 

議長   それでは、その 1 について事務局に説明を求めます。 

 

事務局  それでは、その 1 についてご説明申し上げます。現地調査資料の 1 ペ



ージになります。 

 借受人は■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ 

■さん、貸渡人は■■■■■さん、■■■■さん、■■■■さんです。

申請地は大字■■■■■■■■■■■■■■■で、県道荒武新富線 

の■■■■■の道を挟んだ南側になります。登記地目が田 9 筆の 

2,910 ㎡で借地料は月■■■円です。申請内容は店舗建築で、現地調 

査資料 2 ページの利用計画図をご確認ください。申請理由は議案書記 

載のとおりで、第 1 種農地と判断しております。こちら第 1 種農地で

原則農地転用不許可の部分に該当するんですが「申請地に係る農地 

を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする次に掲 

げるものに関する事業の用に供する場合」の「流通業務施設、休憩所、 

給油所その他これらに類する施設で、県道の沿道の区域内に設置され 

るもの」ということで不許可の例外に該当いたします。（さらに航空写 

真にて説明）説明は以上です。      

 

議長   それでは現地調査の報告も兼ねて説明をお願いします。 

 

    13 番  倉永 英生 委員 

 

倉永   13 番倉永が説明をいたします。ただいま事務局から説明があったと 

おり、借受人がセブンイレブンですが、状況等については先ほど説明が 

あったとおり問題なしということを確認しました。 

 

議長   ただ今、議案第 54 号について説明が終わりましたが、質問等はあり

ませんか。 

 

議長   質問はないですか。 

 

議長   それでは、質問もないようですので採決いたします。 

  議案第 54 号について承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第 54 号については、申請どおり承認されま

した。よって、申請どおり県知事に進達する事といたします。 

 

                                      

 

議長   次に、議案第 55 号 「農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定



による所有権移転及び利用権移転の集積計画承認について」を議題と

致します。 

 

議長   議案に入る前に、ここでお諮りいたします。その 1 については関係

する委員がいますので、その 1 について審議及び採決を行い、その後、

その 2 以降の審議及び採決を行いたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 

     （異議なしの声あり） 

 

議長   それでは、その 1 について関係する委員に退席して頂きます。 

 

（ 藤井 貞敏委員 退席 ） 

 

議長   それでは、その 1 の所有権移転について、関係委員の説明を求めま

す。 

 

9 番  長友 保  委員 

 

長友保  9 番長友が説明いたします。所在地は■■■■■■■、■■■■、■

■■■■■■■■で地目が畑になっております。合計面積が 4113 ㎡。譲

渡人が■■■■■■■■、■■■■さん、受人が■■■■■■■■、■■

■■さんでございます。売買価格は■■■■円ということで、引渡時期は

令和 5 年 10 月 16 日で 10a あたり■■■■円ということです。芳野委員

とのあっせんです。以上になります。 

 

議長   ただ今、その 1 についてについて説明が終わりましたが、ご質問は

ないですか。 

 

議長   それでは、ご質問もないようですので、採決いたします。 

議案第 55 号その 1 について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手全員ですので、議案第 55 号その 1 については承認されました。 

 

議長   関係委員には席に戻っていただきます。 

 

（ 藤井 貞敏委員 着席 ） 



議長   次に、その 2 の所有権移転について、関係委員の説明を求めます。 

 

8 番  鬼塚 眞理子  委員 

 

鬼塚   8 番鬼塚が 2 番についてご説明いたします。 

     譲受人、■■■■■■■■■■■、■■■■■さん、譲渡人、■■■ 

    ■■■■■■■■、■■■■さん、所在地は■■■■■■■■■■と 

■■■、全部で 4692 ㎡です。公告期間は令和 5 年 10 月 20 日で■■ 

■円です。経営規模拡大で 10a あたり■■■■円です。これは畑です 

けど東側に竹が生えていましてちょっと安くしてもらえないかという 

ことでこの値段になりました。これは新恵委員とのあっせんです。以上 

です。 

 

議長   次に、その 3 の所有権移転について、関係委員の説明を求めます。 

 

 15 番  長友 嘉美  委員 

 

長友嘉  15 番長友が 3 について説明いたします。 

譲受人が■■■■さん、■■■■、譲渡人が■■■■さん、■■ 

■■■■です。場所が■■■■■■■■になります。金額が■■■■円、 

移転時期が令和 5 年 10 月 31 日になります。これは金額が安いのは、 

ここは反あたり■■円がここあたりの相場ですが、堆肥を置くために 

コンクリートがついてありましてその撤去する費用を差し引いた金額 

になります。反あたりは■■■■円になります。前田委員とのあっせん 

です。以上です。 

 

議長   続きまして、貸借権設定について事務局に一括して説明してもらい

ます。 

 

事務局  それでは、その 4 についてご説明申し上げます。 

     借受人は■■■■さん、貸付人は■■■■さん、申請地は大字■■■

■■■■■■■、畑の 38,902 ㎡で、公告期間は令和 5 年 10 月 1 日か

ら令和 10 年 9 月 30 日、賃貸借権設定の 10a あたり■■■円で十文字

案件となっております。 

 

事務局  その 5 からその 18 につきましては、再設定になりますので説明を省

略いたします。 



議長   ただ今、議案第 55 号のその 2 からその 18 について説明が終わりま

したが、ご質問等はありませんか。 

 

議長   質問等はないですか。 

 

議長   それでは、ご質問もないようですので採決いたします。 

議案第 55 号のその 2 からその 18 について承認される方の挙手を求

めます。 

 

議長   挙手が全員ですので、議案第 55 号のその 2 からその 18 については

承認されました。 

 

                              

 

議長   つぎに、議案第 56 号「農地中間管理事業の推進に関する法律第 18

条第 11項の規定による農用地利用集積等促進計画作成の要請について」

を議題といたします。 

 

議長   それではその 1 について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局  それでは、ご説明いたします。その 1 については、農地中間管理事業

の下城元案件です。なお、借り手予定者につきましては、19 ページの

様式第 7 号の農地利用集積促進計画（案）をご確認ください。以上説明

といたします。 

 

議長   ただ今、議案第 56 号について説明が終わりましたが、ご質問等はあ

りませんか。 

 

猪俣   これは反当たりはないけどこれは無償ですか。 

 

事務局  使用貸借になります。 

 

猪俣   わかりました。 

 

議長   ほかに質問はないですか。 



 

議長   それでは、ご質問もないようですので、採決いたします。 

議案第 56 号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議長   挙手が全員ですので、議案第 56 号については承認されました。 

 

                                      

 

議長   以上で、令和 5 年 9 月 28 日開会の第 10 回新富町農業委員会定例総

会に付議されました案件は全て審議終了しました。これをもって閉会

いたします。ありがとうございました。 

 

 

令和５年  月  日 

 

                    会  長            

 

                    署名委員            

 

                    署名委員            


